
環境問題の中でも地球温暖化は喫緊の課題であり、我が国では、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの

 

構築、および意欲的な目標の合意を前提として、２０２０年までに温室効果ガスを１９９０年比で

 

２５％削減とする目標を

 

掲げています。学校施設については、児童生徒の学習・生活の場であることおよび他の公共施設に比べ膨大な建物があること

 

から、学校や設置者である地方公共団体は、社会的な責任を果たすため、積極的に環境対策を講じていくことが求められてい

 

ます。

このような中、文部科学省では、環境負荷の低減や自然との共生を考慮するとともに、環境教育の教材として活用できるよ

 

うな環境を考慮した学校施設について、従来からエコスクールとして国庫補助を行うとともに、手引きや事例集の作成、ホー

 

ムページによる情報発信など、その普及・啓発に努めてきました。

最近では、文部科学省に設置されている「学校施設整備指針策定に関する調査研究協力者会議」において、「環境を考慮し

 

た学校施設（エコスクール）の今後の推進方策について―低炭素社会における学校づくりの在り方―」（最終報告）（平成２

 

１年３月）がとりまとめられたところです。

図１

 

エコスクールの基本的な考え方

施設面・・・子どもたち等の使用者、地域、

地球に対し「やさしく造る」

学習空間、生活空間として健康で快適である。

周辺環境と調和している。

環境への負荷を低減させる設計・建設とする。

運営面・・・建物、資源、エネルギーを「賢く・永く使う」

耐久性やフレキシビリティに配慮する。

自然エネルギーを有効活用する。

無駄なく、効率よく使う。
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環境教育にも活用する。

学習に資する

運 営 面

やさしく造る

施 設 面

教 育 面

賢く・永く使う 学習に資する

運 営 面

やさしく造る

施 設 面

教 育 面

賢く・永く使う

エコスクールパイロット・モデル事業

文部科学省では、平成８年に調査研究報告書「環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備について」を公表し、エコ

 

スクールの基本的な考え方として、施設面・運営面・教育面の３つの視点について提示しました。このことがエコスクールに

 

関する最初の取組です（図１）

平成９年度にはエコスクールパイ

 

ロット・モデル事業を創設し、先導的

 

取組を行う公立学校を対象に、文部科

 

学省、農林水産省、経済産業省および

 

環境省が連携して国庫補助を行い、エ

 

コスクールの整備推進を図ってきまし

 

た（図２、３）。

これまでの取組

事業年度

 

平成9年度～23年度

事業内容

 

環境負荷の低減や自然との共生に対

 

応した施設を整備するとともに、その整備された学

 

校施設を教材とした環境教育を推進する。

事業形態

 

文部科学省、農林水産省、経済産業省

 

及び環境省が関係事業について協力して実施。

認定校数

 

平成22年4月現在
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エコスクールパイロット・モデル事業

はじめに

支

援

文部科学省

■エコスクールの整備

○公立学校施設整備費
国庫補助率

・太陽光発電導入事業
１／２

・新増築 １／２
・改築 １／３※

・大規模改造 １／３

環境省

■地球温暖化対策

○地球温暖化対策関係予算
の活用

・地球温暖化を防ぐ学校
エコ改修事業
(補助率：１／２)

環境省

■地球温暖化対策

○地球温暖化対策関係予算
の活用

・地球温暖化を防ぐ学校
エコ改修事業
(補助率：１／２)

経済産業省

■新エネルギーの導入

○地域新エネルギー・省エネ
ルギービジョン策定等事業
の活用

○新エネルギー関係予算の
活用
・地域新エネルギー等導

入促進事業
(補助率：１／２以内)

農林水産省

■地域材の導入

○森林整備・林業等振興
対策関係予算の活用

・木造公共施設整備のう
ち学校関連施設整備
(交付率：１／２)

エコスクール整備

基本計画の策定

建物等の整備

（施設面）

維持・管理

（運用面）

環境教育への活用

（教育面）

（都道府県又は市町村）

エコスクール整備

基本計画の策定

建物等の整備

（施設面）

維持・管理

（運用面）

環境教育への活用

（教育面）

（都道府県又は市町村）

支

援

※ Iｓ値0.3未満であって、やむを得ない理由
により補強が困難なものの改築：１／２

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 計

18 20 20 41 58 88 97 98 101 70 79 104 157 126 1077



また、エコスクールの整備に際しては、環境

 

への負荷の低減や自然との共生を図るとともに、

 

環境教育に活用できる学校施設を計画すること

 

が重要であることから、手引きや事例集の作成、

 

ホームページ※による情報発信など、その考え

 

方の普及に努めてきました。こうした取組によ

 

り、平成９年度から平成２２年４月までに認定

 

されたエコスクールパイロット・モデル事業の

 

認定校数は全国で１０７７校となり、地域の先

 

進校として一定の成果を上げています。

しかしながら、改修による認定校数は１２０

 

校（１１・１％）にとどまっています。一方、

 

公立小中学校施設において耐震性が確認されて

 

いる建物は全体の６７％（平成２１年４月現

 

在）に過ぎず、また、公立小中学校は、一般的

 

に老朽化の進行が見られはじめる建築後２０年

 

を経過した建物が全体の７９・６％を占めるな

 

ど、改修工事を今後大量に実施する必要があり

 

ます。

このような状況を踏まえ、既存学校施設の改

 

修によるエコスクールづくりについて知見を蓄

 

積し、取り組むべき方策を検討することが求め

 

られています。

学校施設における耐震・エコ・ICT化の推進
「スクール・ニューディール構想」

学校施設について、以下のような耐震・エコ・ICT化を抜本拡大

耐震化

耐震性のない校舎・体育館等を耐震化

特別支援学校の教室不足解消

ICT化

最先端のICT機器（デジタルテレビ・電子黒板・
パソコン等）・校内LAN等を駆使して

わかりやすい授業を実現

エコ化

太陽光発電等の自然エネルギーの利用を
はじめとしたエコ改修（省エネ改修等）の抜本拡大

耐震化

耐震性のない校舎・体育館等を耐震化

特別支援学校の教室不足解消

ICT化

最先端のICT機器（デジタルテレビ・電子黒板・
パソコン等）・校内LAN等を駆使して

わかりやすい授業を実現

エコ化

太陽光発電等の自然エネルギーの利用を
はじめとしたエコ改修（省エネ改修等）の抜本拡大

「２１世紀の学校」にふさわしい

教育環境の抜本的充実

雇用創出・経済波及効果
地域活性化・国際競争力の向上

安全・安心な
学校施設の確保

CO2削減による

環境負荷の低減

環境教育の教材
としての活用

子どもの学力・
IT活用能力の向上

地域の防災拠点
としての機能強化

校務の効率化
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「スクール・ニューディール」構想

※

 

環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備推進ＨＰ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/ecoschool/index.htm

「スクール・ニューディール」構想

平成２１年度（第１次）補正予算における「スクー

 

ル・ニューディール」構想は、２１世紀にふさわしい

 

環境教育の抜本充実を図るため、学校耐震化の早期推

 

進、太陽光パネルをはじめとしたエコ改修、ＩＣＴ環

 

境の整備等を一体的に実施するものであり、雇用効果

 

、経済波及効果、地域活性化、国際競争力の強化につ

 

なげるものです(図４)。

重要な柱の１つであるエコ化では、太陽光発電等の

 

自然エネルギーの利用をはじめとしたエコ改修（省エ

 

ネ改修等）を抜本拡大することとされました。

太陽光発電の導入

学校施設における太陽光発電については、これまで、

 

エコスクールの取組の一環として導入が進められ、全

 

国に公立小中学校が約３万２０００校あるなか、平成

 

２１年４月１日現在で１２０２校に設置されています。

 

太陽光発電について、住宅、庁舎等ではなく「学校」

 

に導入することは、地球温暖化対策への貢献、ＣＯ２

 

削減効果のみならず、環境・エネルギー教育を進める

 

上で大きな効果があります。さらに、経済的効率性が

 

ある他、災害時に避難所となる学校においては防災上

 

の効果もあります。こうしたことから、本構想の中で

 

重要な柱として位置づけられました。

関係省庁の連携によるプロジェクトチームを創設し、

 

意義・効果等の普及啓発、導入・運用時の留意事項の

 

情報提供、地方公共団体等への普及啓発を強力に行っ

 

てきた結果、今回の平成２１年度（第１次）補正予算

 

においては、３１５８の学校に新たに太陽光発電が導

 

入されることとなりました（図５）。
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学校への太陽光発電導入

 

～財政支援以外の主な取組～

関係省庁の連携によるプロジェクトチームを創設し、以下の取組を実施関係省庁の連携によるプロジェクトチームを創設し、以下の取組を実施
（学校における太陽光発電導入拡大関係省庁連絡会議）（学校における太陽光発電導入拡大関係省庁連絡会議）

１．意義、効果等の普及啓発１．意義、効果等の普及啓発
○太陽光発電の意義・効果、先進的活用事例等のパンフレット、事例集

２．導入、運用時の留意事項の情報提供２．導入、運用時の留意事項の情報提供
○導入に向けて検討するための留意事項について通知
○学校における太陽光発電の手引きの作成、周知

・技術的水準の向上に結びつく設計・施工上の留意点、維持管理、発注方法（保証期間・発電効率等の例示）
※ 発注プロセスについて、地域の実情に応じ、工事期間の検討、複数の設置工事をまとめるなどの工夫を行う
※ 多数の学校に同時に設置するなどの際、設置者の必要に応じ、実施が考えられる発注方式の例示

CM（コンストラクション・マネジメント）方式、設計・施工一括発注方式、
計画段階から運用までのコンサルティング・管理の依頼

・環境・エネルギー教育に有効な技術面、運営面での工夫の先進的活用事例等
○技術上の相談窓口の設置
○地域中小企業者の受注機会の増大に努めるよう依頼

３．地方公共団体３．地方公共団体等等への普及啓発への普及啓発
○スクール・ニューディール推進会議を開催し、全国の地方公共団体に対して積極的な取組を要請

（平成21年６月16日 文部科学大臣、経済産業大臣、環境大臣出席）
○地方ブロック別のコンベンションを全国１０箇所で開催 （平成21年６月 文部科学省・経済産業省主催、環境省協力）

○主催説明会の開催、都道府県知事・市町村長や、教育委員会・環境部局、地方経済産業局への働きかけ（４月下旬～）
○学校への太陽光発電導入のHPの開設 （文部科学省トップページに掲載 HPアドレス：http://www.mext.go.jp/）
○「学校太陽光発電推進」ロゴマーク及びキャッチフレーズの募集（9月30日締切り、11月19日公表）
○「学校における太陽光発電の導入事例」を文部科学省ホームページに掲載（12月掲載）
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エコスクールの事業タイプ



学校施設のエネルギー消費の効率化

学校施設のエネルギー消費実態について、最も暑い地域を除き、寒冷な地域ほどエネルギー消費が多い傾向にあります。ま

 

た、学校施設で消費するエネルギーの大部分は電気が占めています。例えば、普通教室に冷房設備がない学校において、その

 

使途を分析した結果、照明（一般電灯、体育館電灯）が８割以上と多くを占めています。地域特性を踏まえ、照明や冷房のエ

 

ネルギー消費の重点的な効率化が求められています。

学校施設のＣＯ２排出量の抑制

全国の学校施設に起因する排出総量について推計した結果、最新の環境対策や将来の技術革新により可能となる中長期的な

 

環境対策の実施といった「学校側の努力」と「電力側の努力」の双方により、大幅な排出量削減の可能性（基準年比で約７

 

０％削減）が示されました（図６）。一方、現状の環境対策にとどまった場合、電力側の努力を加味しなければ、逆に排出量

 

が増加（基準年比で約１０％増加）する可能性が示されました。

この結果は、学校施設の排出抑制のため、一層努力する必要があることを示すものですが、現状でもエネルギー消費量が少

 

ない学校施設のＣＯ２排出抑制方針については、適切な教育環境を維持し、学校としての社会的使命を果たすため、今後、コ

 

ストなども含めて幅広い観点から十分な議論を行う必要があるといえます。

また、学校施設のライフサイクルCO2の低減を目指して、改築から改修による再生整備へ転換し、学校施設の機能の確保を

 

図りながら建物を長期的に使用していくことが求められています。

環境教育の教材としての更なる活用

「環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」に基づき定められた基本方針において、エコスクールや屋外教

 

育環境の整備を充実するとともに、その整備された学校施設を教材として活用した環境教育を進めていくことが求められてい

 

ます。

また、平成２０年に改定された学習指導要領を踏まえ、体験活動などを通じた各学校段階にふさわしい環境教育の教材とし

 

てエコスクールを一層活用し、その取組を全国に展開していくことが求められています。

学校施設における地球温暖化対策の課題

今後の推進方策

●基本的な考え方

エコスクールの今後の推進方策の基本的な考え方として、まず第一に、新築時や改築時のみならず、既存学校施設について

 

も、喫緊の課題である耐震化や老朽対策に併せて積極的にエコスクールづくりを行うことが必要です。その際、学校設置者で

 

ある各地方公共団体において、全体の施設整備計画の中で位置付けることが期待されています。

また、エコスクールとして整備された学校施設を環境・エネルギー教育に活用するため、実際に児童生徒が触れて学べる教

 

材となるよう施設面での工夫を行ったり、各学校の実情に応じて、緑のカーテン、こまめな消灯、リサイクル活動など、児童

 

生徒と教職員が日常すぐに取り組めるような活動による身近なエコスクールづくりを進めることが重要です。

さらに、学校のエネルギー消費実態や省エネルギー効果、CO2排出状況などの可視化を図り、無駄の有無を点検し、効率的

 

な施設運営に役立てていくことや、地域特性や学校特性を考慮したエコスクールづくりの検討を行い、省エネルギー対策を図

 

ることが重要です。

また、太陽光、太陽熱、風力やバイオマスなど再生可能エネルギーの導入の積極的な検討も必要です。

このように整備した学校施設は、環境・エネルギー教育の教材として活用することが重要です。

図６

 

学校施設の運用段階のCO2排出量推計

出典：平成21年3月「環境を考慮した学校施設（エコスクール）の今後の推進方策について」
学校施設整備指針策定に関する調査研究協力者会議報告



●今後の具体的な取組

既存学校施設のエコ改修

校舎のエコ改修について、モデルプランにおけるシミュレーションが行われ、省エネ法に基づく地域区分のⅣ地域（温暖な

 

地域）では、建築後概ね３５年を経過した校舎（屋内運動場やプール等は含めない）のエコ改修を総合的に行うと、改修前に

 

比べて年間CO2排出量は約３８％削減されるとの結果となりました。他の地域でも同様の削減効果があります。（「校舎のエ

 

コ改修の推進のために」国立教育政策研究所

 

文教施設研究センター）

このように、学校のエコ改修は、CO2排出量の削減に関して、地域の気候や施設の運用上の検討により差違はあります

 

が、相当な効果があり、さらに太陽光発電、バイオマス等の再生可能エネルギーを導入すると、一層の削減効果があります。

また、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」や「地球温暖化対策の推進に関する法律」の改正により、事業者単位で

 

のエネルギー使用状況についての定期報告等が義務付けられました。これにより、教育委員会は、管理する学校その他の教育

 

機関のエネルギー使用状況などについて実態を的確に把握しなければなりません。また、エネルギーの使用の合理化に関する

 

中長期計画の策定、実施が求められます。

文部科学省では、全ての学校施設においてエコスクールづくりを推進するため、既存学校施設のエコスクールづくりの基本

 

的な視点・手順を含む事例集の作成を「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議

 

環境を考慮した学校づくり検討部

 

会」において進めています。また、既存学校施設における環境対策支援事業により、今後、学校施設の大規模な改修を予定し

 

ている学校設置者を対象に、地域の学校の特性を考慮した具体的な環境対策の検討を支援しているところです。

太陽光発電等、再生可能エネルギーの導入

学校施設に導入した太陽光発電は、環境教育の教材として活用されるとともに、今後は、学校が地域にとって環境・エネル

 

ギー教育の発信拠点となることが期待されています。

これにより、学校が地域における地球温暖化対策の推進、啓発の先導的な役割を果たし、ＣＯ２削減や再生可能エネルギー

 

の活用といった社会全体の取組に貢献すると考えられます。

学校への太陽光発電導入について、各学校のみならず、地域のNPO、中小企業、メーカー等が協力することにより、環境・

 

エネルギー教育に積極的に活用しているなどの好事例を文部科学省のホームページ※に掲載しています。

また、文部科学省では、太陽光発電を導入する学校が、地域の環境・エネルギー教育の発信拠点となることを目指して、ロ

 

ゴマーク及びキャッチフレーズを募集し、昨年１１月に優秀作品賞を決定しました（図５）。最優秀作品に選ばれたロゴマー

 

ク及びキャッチフレーズは、学校への太陽光発電導入の趣旨に賛同する学校、地方公共団体、民間企業、NPO法人等で活用で

 

きるものとなっています。

さらに、太陽光発電以外の再生可能エネルギー等についても、地域の特性等に応じて学校に導入することは、環境・エネル

 

ギー教育、さらには温室効果ガス削減に資する場合もあることから、国立教育政策研究所文教施設研究センターの調査研究に

 

おいて、導入の手引きが作成されたところです。

※

 

学校への太陽光発電導入の推進

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/newdeal/index.htm

学校施設の環境性能評価手法の検討

学校特性や地域特性を考慮しながら、学校施設における環境負荷の低減と、学習環境の質的改善を同時に進めていくため、

 

学校施設における環境性能を「見える化」する手法の検討を上記の環境を考慮した学校づくり検討部会、国立教育政策研究所

 

文教施設研究センターにおいて進められています。

学校施設における総合的な環境性能評価手法は、建築環境総合性能評価システム（CASBEE）とCO2排出量算定ツールの

 

２つの評価システムから構成され、前者は、環境性能と建物性能の両面を簡易評価することを目的とし、後者は、年間の運用

 

CO2排出量の算定を簡易的に行う方法を提示するものと想定しています。各地方公共団体において、費用対効果を把握した上

 

で、エコ改修の整備計画の策定につなげるツールとして活用されることを想定しています。


